
健 障 推 第 328 号 

令和７年４月 22 日 

各区自立支援協議会事務局     

市内指定特定相談支援事業所  御中 

 

横浜市健康福祉局障害施策推進課長 

 

令和７年度神奈川県主任相談支援専門員養成研修の 

受講申込について（周知） 

 

 日頃より横浜市の福祉行政に御協力いただき厚くお礼申し上げます。 

「神奈川県主任相談支援専門員養成研修」の募集について、御連絡いたします。 

 主催者である神奈川県から、受講申込にあたり市町村が推薦するよう連絡を受けていま

す。つきましては、本市では本研修受講の機会の中立・公平性を担保することを目的に、主

任相談支援専門員の役割を以下のとおり定義し、選考基準に基づき本市で選考を行った上

で、主催者である神奈川県あてに推薦を行い、選考結果を通知します。 

受講を希望される方は、研修の詳細及び受講対象者、主任相談支援専門員の役割について

必ず御確認・了承の上でお申し込みください。 

 主任相談支援専門員としての役割及び人材育成の観点から、研修修了者には今後、相談支

援従事者研修の企画運営、講師、演習インストラクター等として携わることを誓約していた

だきます。また、各区自立支援協議会の事務局に対し、自立支援協議会の参画状況等につい

て確認し、併せて推薦者について報告させていただくことを御承知おきください。 

 

＜募集案内（実施要領）＞ ※神奈川県主催   

https://shougai.rakuraku.or.jp/news-pref/detail.html?newsno=10566 
 

＜実施主体＞ 

神奈川県（特定非営利活動法人 かながわ障がいケアマネジメント従事者ネットワークに委

託して実施します。） 

 

＜日程＞ 

講義：映像配信（令和７年６月上旬より配信開始予定） 

演習：令和７年６月 24 日（火）、６月 25 日（水）、７月 29 日（火）、７月 30 日（水） 

 

＜開催方法＞ 

オンライン・対面 

https://shougai.rakuraku.or.jp/news-pref/detail.html?newsno=10566


＜定員＞ 

46 人（予定） 

※神奈川県全体の定員であり、横浜市の枠の人数については未定です。 

※選考基準に基づき選考した上で、主催者である神奈川県に推薦を行った後、選考結果（受 

講の可否）を通知します。（５月下旬頃を予定しています。） 

 

＜受講の申込＞ 

横浜市については、以下の URL もしくは二次元バーコードにて申込を受け付けます。申

込フォームに進んでいただき、令和７年４月 28 日（月）までに、申請してください。また、

相談支援従事者初任者研修及び相談支援従事者現任研修のすべての修了証書の写しが必要

となりますので、修了証書の写しを PDF などのデータで添付いただき、御提出ください。 

 横浜市が、受付フォームの内容を「令和７年度神奈川県主任相談支援専門員養成研修受講

申込書」に転記した上で、神奈川県あてに申込み・推薦しますので予め御承知おきください。 

 

【URL】 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/appl

y/1217e051-f4b6-4572-a889-127c37ce93e9/start 

 

【二次元バーコード】 

  
 

＜受講対象者＞ 

次の（１）から（３）までのすべての要件を満たす者、かつ（４）もしくは（５）またはそ

の両方の要件を満たす者 

（１） 相談支援従事者 現任研修（1 回目）の修了後、相談支援専門員として相談支援事業

所等（指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業

所をいう）又は地域生活支援事業実施要綱に規定する障害者相談支援事業若しくは基

幹相談支援センターにおいて従事した期間が、 通算して３年（ 36 カ月）以上である

者 

（２） 翌年度以降の横浜市における相談支援従事者研修に以下の３点について協力するこ

とができる者 

① 研修の企画に携わること。 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/1217e051-f4b6-4572-a889-127c37ce93e9/start
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/1217e051-f4b6-4572-a889-127c37ce93e9/start


② 講義若しくは演習の講師として携わること。 

③ 相談支援従事者初任者研修及び現任研修のインターバル実習での実習機関として

協力すること。 

（３） 横浜市の基幹相談支援センター又はそれに準ずる機能を有する相談支援事業所等に

おいて現に相談支援に関する指導的役割を担っている者（指定特定相談事業所も含む） 

（４） 横浜市の委託する相談支援事業所において現に相談支援に関する指導的役割を担っ

ている者 

（５） 所属する相談支援事業所における人材育成の中核に位置づく者及び他の従事者が配

置されていない等、事業所での取組が困難な場合に、当該事業所の相談支援専門員を後

方支援することができると認められる者※ 

※厚労省障害福祉課長通知（令和３年３月 31 日障障発 0331 第７）「計画相談支援等 に

係る令和３年度報酬改定の内容等及び地域の相談支援体制の充実・強化に向けた取組につ

いて」 

 

＜主任相談支援専門員の役割＞ 

以下について必ず確認の上、お申し込みください。 

【横浜市における主任相談支援専門員の役割】 

本市における主任相談支援専門員の役割を、以下に掲げるいずれかの要件を満たす者に

定義します。 

・基幹相談支援センター、生活支援センター、区福祉保健センターの３機関として、相談支

援体制の強化ならびに地域生活支援拠点の中核的役割を担うことができる者 

・市域の研修において、企画運営・講師・演習インストラクターを担い、相談支援専門員の

人材育成ができる者 

・各区自立支援協議会の活性化のため、事務局もしくは部会長として参画し、地域づくりを

推進できる者 

・相談支援従事者向け研修におけるインターバル実習の受入に協力できる者 

・人材育成指標においてステップ３への到達が期待できる者 

 

【主任相談支援専門員配置加算の算定要件】 

（別紙）主任相談支援専門員配置加算の取扱いについて（通知）（健障推第１５７号・令和

６年４月９日）参照 

【担当】 

                   健康福祉局障害施策推進課相談支援推進係 

松本・河口・佐藤・山上 

                    電話 671-4133 ＦＡＸ 671-3566 

                      メール：kf-kensyu@city.yokohama.lg.jp 


